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１．平成 23 年 9 月期決算の概要 

(1)経営環境 

平成 23 年度上期における我が国経済は、東日本大震災の影響により個人消費

や生産活動などが大幅に低下いたしましたが、その後のサプライチェーンの回

復、生産設備の復旧に伴い、景気回復の動きが見られました。しかしながら、

欧州の財政不安、米国の景気減速、歴史的な円高、原発問題の長期化などの懸

念材料が多いなか、先行き不透明な状況が続いております。 

 山形県内経済におきましては、東日本大震災後、生産面において自動車部品

関係を中心とした鉱工業生産指数が続伸しているほか、支出面においても住宅

着工が持ち家を中心に高い伸びを続けるなど回復傾向を示しておりますが、海

外情勢が一層不透明となっている中で、県内経済は製造業のウエイトが高いこ

とから、為替円高や海外経済の影響を大きく受ける可能性があり、先行きにつ

いては不確実性が高まってきております。 

 このような経済環境のもと、当行は「第 2 次中期経営計画（平成 21 年 10 月

～平成 24 年 3 月）」に基づき、収益力の向上と中小企業向け金融仲介機能の一

層の強化に向け、経営強化計画に掲げた各種施策に取組んでおります。 

 

 

（2）決算の概要（平成 23 年 9 月期決算：単体） 

①資産・負債の状況 

 平成 23 年 9 月末の貸出金は、信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制

度」や中小企業の資金繰り安定化支援を目的とした「セーフティネット保証制

度 5 号」、日本銀行の「成長基盤強化を支援するための資金供給」の趣旨を踏ま

え、成長基盤分野の支援による地域社会の発展を目指すことを目的に平成 22

年 11 月から取扱を開始した「きらやか成長応援ファンド」等中小企業等向け貸

出が堅調に推移したことから、前年比 284 億 45 百万円増加の 9,025 億 91 百万

円となりました。有価証券は、預金が順調に積み上がり、余資運用として社債

および投資信託等その他有価証券を購入したことから前年比292億80百万円増

加し、2,963 億 22 百万円となりました。 

 一方、預金等は、個人の流動性預金と定期預金が順調に増加したこと等から

前年比 350 億 16 百万円増加し、1 兆 1,933 億 67 百万円となりました。 

 資本は、合併以降で最高益の中間純利益 10 億 57 百万円を計上いたしました

が、平成 23 年 9 月末の日経平均株価が前年比 7.1％下落したことからその他有

価証券評価差額金が 17 億 68 百万円減少したこと等により、前年比 11 億 1 百万

円減少し 498 億 23 百万円となりました。 
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【資産・負債の推移】（単体） 

（単位；百万円） 

  22 年 9 月末 

実績 

23 年 3 月末

実績 

23 年 9 月末 

実績 22年9月末比 23年3月末比

資産 1,241,443 1,210,524 1,276,663 35,220 66,139

貸出金 874,146 891,950 902,591 28,445 10,641 

有価証券 267,042 253,566 296,322 29,280 42,756

負債 1,190,519 1,159,920 1,226,840 36,321 66,920

預金等 1,158,351 1,133,411 1,193,367 35,016 59,956 

社債･借用金 12,000 7,400 14,500 2,500 7,100

資本 50,924 50,604 49,823 △1,101 △781

※平成 23 年 3 月 22 日に劣後特約付社債の期限前償還を実施しております。 

 

②収益状況 

資金利益は、預金が順調に積み上がったため余資運用資金増加による有価証

券利息配当金が増加し、市場金利低下に伴う預金の基準金利見直しによって預

金利息が減少いたしました。しかしながら、貸出金のボリュームは前年比 284

億円増加したものの、市場金利の低下や他行との競争激化による利回低下が大

きく影響し貸出金利息が減少したこと等により前年比 89 百万円減少し、96 億

58 百万円となりました。 

役務取引等利益は、個人顧客に対する「最適提案」の実践により、個人年金

保険の販売が計画を上回ったこと等から、前年比 85 百万円増加し、6 億 5 百万

円となりました。 

一方、経費面では、電力不足に対応するため、エアコンのピークカット（午

後 1 時から午後 3 時迄の空調停止）や不要な照明の消灯等について、行内で節

電キャンペーンを実施する等今夏（7～9 月）の電力使用量は前年対比 36.9％の

削減を図る等徹底した費用の削減によって、経費は前年比 1 億 34 百万円減少し

78 億 96 百万円となりました。 

以上により、コア業務純益は、前年比 1 億 27 百万円増加の 23 億 75 百万円と

なりました。 

また、与信関係費用は、震災により引当てておりました貸倒引当金の戻入等

があり前年比7億 32百万円減少の1億 22百万円となりました。中間純利益は、

前年比 2 億 31 百万円増加し、10 億 57 百万円となりました。 
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【損益状況の推移】（単体） 

（単位；百万円） 

  22 年 9 月期

実績 

23 年 9 月期

実績 計画 計画比 前年比 

業務粗利益 

【コア業務粗利益】 

10,648

10,277

10,236

10,271

10,987

10,987

△751 

△716 

△412

△6

資金利益 9,748 9,658 10,409 △751 △89

役務取引等利益 520 605 579 26 85

 

その他業務利益 

（うち国債等関係損益） 

380

370

△ 28

△ 36

－

－

△28 

△36 

△409

△406

経費 8,030 7,896 8,215 △319 △134

うち人件費 3,731 3,777 3,855 △78 45 

うち物件費 3,913 3,754 3,940 △186 △159

一般貸倒引当金 3 △145 0 △145 △149

業務純益 

【コア業務純益】 

2,614

2,247

2,485

2,375

2,772

2,772

△287 

△397 

△128

127

臨時損益 △1,763 △1,504 △1,846 342 258

不良債権処理額 851 398 1,000 △602 △452 

株式関係損益 △336 △474 0 △474 △137

経常利益 851 980 926 54 129

特別損益 △6 89 75 14 95

税引前当期純利益 844 1,069 1,001 68 225

法人税等 19 17 40 △23 △1

法人税等調整額 △0 △5 0 △5 △5

当期純利益 825 1,057 961 96 231

 

 

③自己資本比率の状況 

自己資本比率（単体）は、利益の積み上げを行いましたが、平成 23 年 3 月に

劣後特約付社債 120 億円の期限前償還を行ったことから、前年比 1.08 ポイント

低下し 9.30％となりました。なお、Tier1 比率は 7.50％を維持しております。 

 

 



 

4 

２．経営の改善に係る目標の実績 

（1）コア業務純益 

資金利益は、預金が順調に積み上がったため余資運用資金増加による有価証

券利息配当金が増加し、市場金利の低下に伴う預金の基準金利見直しによって

預金利息が減少いたしました。しかしながら、貸出金のボリュームは前年比 284

億円増加したものの、市場金利の低下や他行との競争激化による利回低下が大

きく影響し貸出金利息が減少したこと等により前年比 89 百万円減少し、96 億

58 百万円となりました。貸出利回低下の主因として、①特に当行のシェアの高

い山形市・天童市・寒河江市を中心とした村山地域には、いくつかの工業団地

があって山形県内製造業事業所の約 45％を占めており、この地域の製造業者は

比較的震災の影響も軽微で業績順調な企業が多く、競合上金利を下げざるを得

ないケースがあり、他地域に比べて大きく影響いたしました。②また、仙台地

域については、人口増加に伴い住宅着工戸数の増加がみられ、住宅ローン増強

に注力してまいりましたが、メガバンクも含めた低金利競争が過熱ぎみとなり、

利回り低下の大きな要因となりました。 

役務取引等利益は、個人顧客に対する「最適提案」の実践により、個人年金

保険の販売が計画を上回ったこと等から、前年比 85 百万円増加し、6 億 5 百万

円となりました。 

一方、経費面では、「コスト構造改革プロジェクト」に基づくコスト管理委員

会において、抜本的な物件費の削減を図るとともに、電力不足に対応するため、

エアコンのピークカット（午後 1 時から午後 3 時迄の空調停止）や不要な照明

の消灯等今夏（7～9 月）の電力使用量は前年対比 36.9％の削減を図る等徹底し

た費用の削減によって、経費につきましては前年比 1 億 34 百万円減少し、78

億 96 百万円となりました。 

以上により、コア業務純益は、前年比 1 億 27 百万円増加したものの、計画を

3 億 97 百万円下回る 23 億 75 百万円となりました。 

 当行は、23/3 期コア業務純益が計画を下回ったことを重く受け止め、今期は

役職員一丸となり、計画達成に向けて改善策を実行してまいりました。 

 第一に「本業支援」の実践による中小企業融資の増強を図っております。こ

の 4 月から更なるコンサルティング機能強化に取組み、取引先とのアクティブ

リスニング（取引先の経営者と話し、企業の問題点・課題等を一緒に解決する

ためのコミュニケーション）を通じて、販路拡大、仕入先斡旋、不動産情報等

5,389 件の案件を把握し、そのうち 1,221 件を成約に導く実績となりました。

今期は成約率の向上を目指して、更なる本業支援活動を実施してまいります。  

「本業支援」は、取引先に対して付加価値の高いサービスを提供し、金利競争
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によらないビジネスモデルを確立し、資金需要に対する適切な提案によって中

小企業融資の増加につながるものと考えております。なお、特に上記の貸出利

回の低下が大きい村山地域には「本業支援」をより一層積極的に推進し、仙台

地域では個人のお客様への最適提案によって複合取引を構築するなど、満足度

の高いサービスを提供することで利回り、収益の維持・向上を図ってまいりま

す。 

また、平成 23 年 5 月から取扱いを開始しました「東日本大震災復興緊急保証」

融資につきましては、足下の景気動向が不透明ななかで資金繰りの安定を図る

ため積極的な提案によって、284 件、79 億 56 百万円の実績となりました。その

他「きらやか成長応援ファンド」につきましても、平成 23 年度上期は 39 件、

23 億 49 百万円の実績となりました。当行では、今後、震災復興に関する資金

ニーズが本格化するものと予想しており、本部から仙台地区へ常駐させている

新規開拓グループの 7 名が地元の建設業者、不動産業者等へ営業展開を実施し

ているほか、帝国データバンクのデータに基づき、「きらやかお客様サービスス

テーション」（コールセンター）からコールを行って情報を幅広く効率的に収集

し、需資が見込まれる先に関しては、営業店と連携してスピーディーな融資対

応を実施してまいります。 

第二に「最適提案」の実践として、預り資産専門職である預り資産ＬＡ（ラ

イフプランアドバイザー）を 7 名増員し体制面の強化を図り、お客様の運用方

針に最適なご提案を行ってまいりました結果、個人年金保険販売を中心に前年

比 9.4％増加いたしました。 

今期もアフターフォローを徹底して顧客ニーズを把握すること等により役務

収益の増加を目指してまいります。 

有価証券の運用については、低利の変動利付国債の組替え等ポートフォリオ

の再構築に関し、リスク管理面の検討を行いながら収益向上を図ってまいりま

す。 

上記の改善策によって、貸出金ボリュームの増加と有価証券の利回り向上を

図りながら、中長期的には本業支援を徹底し強固なリレーションシップを構築

することで付加価値のある営業展開により、適正な金利水準の維持を図ってま

いります。 

計画の進捗については、平成 23 年 4 月より、経営陣も含めた収益関係部署で

構成する会議体を月 2 回開催し管理しており、迅速な対応を図りながら目標達

成に向けて引き続き邁進してまいります。 
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【コア業務純益の計画・実績】 

（単位；百万円） 

23/9 期  21/3期 

実績 

22/3期 

実績 

23/3期

実績 計画 実績 計画比 始期比 

24/3 期

計画 

コア業務純益 5,325 5,396 4,501 2,772 2,375 △397 △575 5,596

※21/3 期が計画の始期となります。 

※23/9 期始期比の数値は、始期が通期ベースであるため、23/9 期実績を 2 倍して比較した数

値を記載しております。 

※コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金－国債等債券関係損益 

 

 

 

（2）業務粗利益経費率 

業務粗利益は、コア業務粗利益が計画を 7 億 16 百万円下回る 102 億 71 百万

円となりました。また、国債等関係損益が計画比 36 百万円下回ったことから、

計画を 7 億 51 百万円下回る 102 億 36 百万円となりました。 

一方、機械化関連費用を除く経費は、コスト管理を徹底したため、計画比 3

億 54 百万円下回る 63 億 16 百万円となりました。 

その結果、業務粗利益経費率は、計画比 0.93 ポイント上回る 61.70％となり

ました。 

 

【業務粗利益経費率の計画・実績】 

                                    （単位；百万円、％） 

23/9 期  21/3 期 

実績 

22/3 期

実績 

23/3 期

実績 計画 実績 計画比 始期比 

24/3 期

計画 

経費 

（機械化関連費用除く）
13,165 12,827 12,772 6,677 6,316 △361 △533 13,354

業務粗利益 20,190 21,472 20,758 10,987 10,236 △751 282 22,026

業務粗利益経費率 65.21 59.74 61.59 60.77 61.70 0.93 △3.51 60.63

※21/3 期が計画の始期となります。 

※23/9 期始期比の数値は、始期が通期ベースであるため、23/9 期実績を 2 倍して比較した数

値を記載しております。 

※業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）／業務粗利益 

※機械化関連費用は、減価償却費、機械賃借料等を計上 
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３.経営改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

（1）法人戦略 

 ①中小企業融資の推進と強化 

  中小企業融資への取組みを強化することを目的に平成 21 年 8 月に本部営

業統括部内に新設しました中小企業融資推進室におきまして、法人サービス

に関わる４つの機能別グループを設置し、継続して活動しております。 

 

＜中小企業融資推進室内の組織（平成 23 年 10 月 1 日現在）＞ 

人員数 

組織名 役割 21/8 現在 増減 

(21/8 比)

サポートグループ 営業店とお客様とのコミュニケーション

（案件組成）支援 
4 3 △1

新規開拓グループ 新規融資先開拓 5 9 ＋4

企業価値創造 

グループ 

企業が抱える固有の課題に対して迅速か

つ的確に対応し付加価値の高いサービス

を提供 

5 9 ＋4

法人融資企画 

グループ 

中小企業融資推進計画の策定および進捗

状況の管理等中小企業融資推進室の全体

統括、法人向け融資商品開発等 

3 2 △1

合計 17 23 ＋6

※中小企業融資推進室長を別途 1 名配置 

 

 当行では平成 22 年 1 月より、お客様と「“共に活きる”プロジェクト」（平成

22 年 1 月～平成 24 年 3 月）を展開し、事業を営むお客様には「本業支援」を、

個人のお客様には「最適提案」を推進しており、平成 23 年度上期も継続して実

施してまいりました。 

 「本業支援」は、お客様が営まれている仕事（本業）全般における真のニー

ズや課題について、当行行員が経営者と話をする（＝アクティブリスニング）

ことで的確に把握し、経営者と共に課題解決に向けて悩み、仮説を立てて検討

いたします。お客様からお伺いしたニーズや課題を銀行全体で共有することに

より、課題解決に向けた取引先紹介やキャッシュフロー改善提案、事業承継支

援等を行うことで、お客様の業況改善に繋げ、お客様に喜んでいただくことを

目指すものです。 

「本業支援」のための体制整備として、平成 22 年 10 月、本部営業統括部内
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に「本業支援大作戦推進本部」を設置し、営業店の活動をサポートする「本業

支援サポートチーム」（現在 12 名）及び本部に集められる情報を的確に仕分け

する「情報仕分けチーム」(現在 11 名（本業支援サポートチーム兼務を含む）)

を組成しております。 

また、平成 23 年 4 月からは、行員における本業支援取組の定着と高度化を図

るため、監査法人の公認会計士１名をアドバイザーとした「本業支援推進応援

隊」を組成しております。具体的な活動内容は、営業店を訪問し、体制面・業

務面等の実態調査を行い、本業支援取組に際する問題点を把握し、その状況を

本部営業統括部内で共有し協議の上改善策を立案いたします。更に再度営業店

を訪問して問題点の解決に向けた指導や本業支援を理解し行動するための啓蒙

活動、アクティブリスニング研修等を行っております。 

このような取組の結果、平成 23 年度上期の「本業支援」取組件数は 5,389

件、うち課題解決に至った件数は 1,221 件となりました。また、「本業支援」を

きっかけとして融資実行に至った件数は 744 件となりました。 

 

【本業支援実績】 

 取組件数 うち課題解決 融資実行件数 

平成 22 年度下期 4,499 件 1,233 件 206 件

平成 23 年度上期 5,389 件 1,221 件 744 件

 

【「本業支援大作戦」推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

営業店（法人営業店 57 か店） 
① 担当先の現状把握 

② 担当先のニーズ・課題の収集 

③ 本業支援方針策定 

④ 課題解決に向けたアクション 

連携 

本業支援大作戦推進本部 

（全 29 名） 

 

 本業支援サポートチーム（12 名）
① 営業店からの情報引出し 

② 最適部署への情報発信 

③ 案件組成 

情報仕分けチーム（12 名） 
① 営業店からの情報収集・整理 

② 各種団体からの情報収集 

本業支援推進応援隊 

⑤ 活動実態調査・問題把握 

⑥ 改善指導・啓蒙活動 

⑦ アクティブリスニング研修 
指導 

指

導 
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イ）既往取引先に対する推進策 

 既往取引先に対しては、「本業支援」による法人渉外行員の既往取引先への訪

問強化によるニーズ・課題の把握を行い、その中で融資に結びつく案件につい

ては営業統括部内の中小企業融資推進室サポートグループ 3 名による営業店融

資案件組成支援を行っております。 

サポートグループの具体的な活動内容は、営業店における融資案件会議に参

加し、大口・複雑案件の組成に関わり、本部融資部との調整や時には営業店行

員と取引先へ訪問をする等スムーズな案件組成を目指すとともに、営業店行員

のレベルアップも図っております。 

平成 22 年 11 月から取扱を開始した「きらやか成長応援ファンド」や、平成

23 年 5 月から取扱開始となった信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制

度」を活用し、積極的に案件組成支援を行った結果、平成 23 年度上期のサポー

トグループの案件組成支援実績は 190 件の 230 億円となりました。 

今後も、サポートグループによる営業店に対する案件組成支援を行い、スム

ーズな融資実行に努めてまいります。 

 

【サポートグループ案件組成支援実績】 

件数 金額  

全体 うち成長応援

ファンド 
全体 うち成長応援

ファンド 

平成 21 年度下期 104 件 － 135 億円 － 

平成 22 年度上期 171 件 － 195 億円 － 

平成 22 年度下期 212 件 51 件 221 億円 33 億円 

平成 23 年度上期 190 件 39 件 230 億円 23 億円 

 

 

ロ）新規開拓先 

新規融資先の開拓については、中小企業融資推進室の新規開拓グループ 9 名

を中心に活動を展開しております。 

具体的には、信用調査機関のデータの活用やお取引先からのご紹介、コール

センターとの情報連携により、新規融資見込先に対する訪問を行い、アクティ

ブリスニングによりニーズ・課題の把握およびリレーションシップの構築を行

い、本業支援を行いながら融資実行に結びつける活動を展開しております。  

新規開拓グループの平成 23 年度上期の新規開拓実績は、40 件の 30 億円とな

りました。 
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平成 23 年度下期は、本格化する復興資金需要に積極的に対応するため、新規

開拓グループの行員を仙台市内の営業店に常駐させ、仙台市内での新規開拓活

動を重点的に展開してまいります。 

 

【新規開拓グループ実績】 

 件数 金額 

平成 21 年度下期 10 6 億円

平成 22 年度上期 25 20 億円

平成 22 年度下期 25 13 億円

平成 23 年度上期 40 30 億円

 

 

以上の取組みの結果、中小企業融資の推進体制の整備・強化が図られたこと

で、平成 23 年 9 月末の中小企業融資残高は 4,800 億円となり、平成 23 年 3 月

末の 4,722 億円から 78 億円、平成 21 年 3 月末の 4,588 億円から 212 億円のそ

れぞれ増加となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,588
4,639

4,661
4,673

4,722

4,800

4,500

4,550

4,600

4,650

4,700

4,750

4,800

H21.3 H21.9 H22.3 H22.9 H23.3 H23.9

中小規模事業者等向け貸出残高推移
（単位：億円）

51億円増

12億円増
22億円増

49億円増

78億円増
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 ②東日本大震災からの復興に向けた支援 

 平成 23 年 3 月 11 日の「東日本大震災」により、東北地方を中心に甚大な人

的・物的被害と間接的な被害がありました。 

当行では、このような未曾有の被害を受けたお取引先に対して、これまで取

組んでいる「本業支援」が一層重要であると考え、震災直後からお取引先の状

況確認や支援意向等のヒアリングを実施し、資金対応やビジネスマッチング等

の情報提供、お取引先の状況によっては条件変更等の金融円滑化対応を積極的

に行ってまいりました。 

また、同時に「東日本大震災対応プロジェクトチーム」を立ち上げ、相談受

付ダイヤルの設置や仙台支店での休日営業等できる限りの被災者支援に取り組

みいたしました。 

その他仙台地区においては、仙台銀行との情報共有及び支援ニーズのビジネ

スマッチングを促進すべく、経営統合に先立ち連携に係る契約を締結し復興支

援活動を展開しております。また 4 月から 9 月まで仙台地区での業務経験があ

る中小企業取引に精通した人材を本部から 7 名仙台地区の営業店に配属して、

順次お客様への訪問活動を通じて、事業再開等に向けた事業計画作成支援・融

資対応等の復興支援業務を展開いたしました。 

平成 23 年 5 月には信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制度」も創設

され、積極的に活用を図ってまいりました。東日本大震災の直接・間接被害に

対する支援融資の実績は、9 月末現在で 1,009 件の 247 億円に上っています。 

今後も東日本大震災の復興支援に対しては積極的に対応してまいります。 

 

③支援体制の整備及び研修の強化 

中小企業融資の推進と強化に向けた支援体制の整備につきましては、中小企

業融資推進室内に法人サービスに関わる 4 つの機能別グループを設置し、営業

店に対するサポートを行っております。 

研修につきましては、これまで「本業支援」に必要なコミュニケーション能

力及び目利き能力の向上を図るための階層別や財務データ分析等の本部研修及

びＯＪＴ（ On the Job Training：「職場内教育」）等を行ってまいりました。 

平成 23 年 4 月からは、これまで研修に参加していなかった行員を対象に、本

業支援を実践するための基本的な知識とスキルの習得を目指す「渉外行員営業

スキルアップ研修」（平成 23 年度上期は 37 名受講）を開催いたしました。また、

「本業支援応援隊」が営業店を訪問した際に、お客様と話し事業ニーズを探る

ための「アクティブリスニング研修」を実施しております。 

平成 23 年 7 月には、営業店行員の新規開拓スキルの向上を目指して、新規開
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拓グループによるお客様への帯同訪問を主としたトレーニー研修を 3 日間実施

しました。この研修により営業店行員の新規開拓に対する意識の醸成を図りま

した。今後は継続的に開催し、新規開拓活動の定着化を図ってまいります。 

 

【「本業支援」に必要なスキル向上の視点】 

 

 

 

 

 

④地域別市場特性に合った営業推進 

 イ）山形県内 

山形県は当行の本店所在地であり、最も重要な営業基盤であります。県内全

域において地域経済活性化に資するため、中小企業のお客様向けに支援施策を

実施しております。 

現在、当行は山形県内において、東日本大震災の影響で宿泊客の減少が著し

かった温泉旅館やサプライチェーンの寸断・停滞等による仕入・販売の減少等

間接被害を受けた取引先に対する「復興支援（＝本業支援）」として、信用保証

協会の「東日本大震災復興緊急保証制度」等を活用し、運転資金ニーズに積極

的に対応してまいりました。 

今後も「地域と“共に活きる”」金融機関として、「本業支援」を中心にお客

様のニーズに積極的に対応してまいります。 

 

ロ）仙台市 

山形県と仙台市は、地理的に隣接していることから同一経済圏（仙山圏）と

位置付けております。また仙台市は、人口 100 万人を超える東北の中心都市で

あることから魅力ある成長市場として捉えております。 

東日本大震災により、仙台市は未曾有の甚大な被害を受けました。当行では、

既存取引先はもとより、新規融資見込先に対しても「復興支援（本業支援）」を

徹底し、仙台地区のお客様一先一先を訪問し、お客様の話をお聴きし、課題解

決に向けた取組みを展開しております。また前述のとおり、仙台銀行との情報

共有及び支援ニーズのマッチングを促進すべく、経営統合に先立ち連携に係る

契約を締結いたしました。特に仙台地区では、建設･土木関連の職人不足や製造

業の外注先ニーズが顕著な課題となっており、当行では山形県内取引先企業を

紹介しマッチングのお手伝いを実施しております。 

●お客様のビジネスの仕組みを理解し、経営課題把握力を高め、改善策提

案に繋げるスキル 

●思考プロセスを誰もが理解できる形で“見える化”する論点整理スキル 

●アクティブリスニング、質問力を高めるスキル 
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中小企業融資推進室新規開拓グループによる復興支援を兼ねた新規開拓の展

開と仙台市内営業店の法人渉外専任行員による既存取引先への復興支援等の展

開により、仙台地区の平成 23 年 9 月末中小企業融資残高は平成 23 年 3 月末よ

り 4.46％、平成 21 年 3 月末（始期）より 8.84％増加いたしました。 

今後も山形県内同様仙台市内においても積極的に営業展開してまいります。 

 

（2）個人戦略 

 個人営業戦略の強化を目的として平成22年4月に本部営業統括部内に個人

リテール推進室を設置し、個人向けの商品・サービスの複合的な企画、推進

を行っております。個人戦略としては、お客様にその時々に発生する結婚、

出産等のイベントに合わせ、最適なチャネルから、最適なタイミングで当行

が有する最適な商品・サービスの提供を実践する「最適提案」に取り組んで

おります。      

具体的には、平成 22 年 10 月よりＡＴＭ専用定期預金に当行ポイントサー

ビスを融合させ、ステージ１からステージ３（100Ｐ以上で 0.3％金利上乗せ）

までのお取引度合いに応じた金利優遇サービスを提供しております。銀行窓

口営業時間の制約を受けずＡＴＭを通して優遇商品をお求めいただけるメリ

ットの理解が得られ利用件数が増加しております。また、インターネット支

店の定期預金も好調な増加となっており、平成 23 年度上期の純増額は 13 億

6 百万円、平成 23 年 9 月末では 57 億円の残高となりました。そして、この

非対面営業での各種プロモーション企画や、「同報メール」「アウトバウンド

コール」などに着目し、前期より個人ローンでもチャネル多様化を図り、「フ

リーローン」はＦＡＸ，メールオーダー、ＷＥＢ上での申込み、「カードロー

ン」はダイレクトマーケティングによるコール（ターゲットを絞ったＤＭや

夜間コール等）を開始いたしました。その結果、フリーローン「便利ローン」

は平成 23 年 5 月～9 月（5 ヵ月間）で前年同比 136 件の申し込み件数が増加

しております。 
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  ＜最適提案のイメージ＞ 

 

 
 

①預金戦略 

  平成 23 年度上期は安定的な資金調達を図るため、お客様ごとの金融イベン

トに合わせた商品・サービス提供の実践である「最適提案」への取り組みを

通して、山形応援シリーズなどの企画定期預金を中心に個人定期預金の積み

上げを図ってまいりました。 

  平成 23 年 4 月には満期時当該定期預金残高の 0.02％相当額を復興支援金

として寄付する仕組みの定期預金「東日本大震災復興支援定期預金：みんな

の力」を発売いたしました。また、同年 6 月には電力供給の逼迫から社会全

体での節電への取り組みが求められたことを受け、預金の預け入れを通して

節電への取り組みを促す目的の「節電チャレンジ定期預金」を取り扱いいた

しました。 

  以上のような時勢を踏まえた定期預金商品を発売した一方で、当行の各営

業店がそれぞれの地域の行事やイベントに絡めたテーマで取り組む「アニバ

ーサリー定期預金」を取り扱い、イベント毎に地域に根ざしたさらに親しみ

やすい窓口づくりに努めました。 

  また、ご好評をいただき第 3 弾となったスイーツプレゼント付女性専用定

期預金「甘いひとときⅢ」や、南東北三県を応援するため各県の特産品を懸

賞品に取り揃えた懸賞付定期預金「美食三昧」を発売しました。 

  上記の施策に取り組んだ結果、平成 23 年 9 月末の個人定期預金残高は

6,392 億円となり、前年比で 105 億円増加いたしました。 

  平成 23 年度下期は、「最適提案」の取り組みに沿った商品構成の充実を図

り、「最適提案」行動の浸透を進めてまいります。 

商品Ａ 

商品Ｂ 

商品Ｃ 

結婚

出産

退職後生活

商品Ａ

商品Ｂ

商品Ｃ

商品優先の 

従来型営業 

お客様目線の 

最適提案 



 

15 

      
 

②商品戦略 

 「山形応援」をコンセプトにお客様に楽しんでいただける商品の開発に努め

ました。 

 

 

 

個人定期預金残高推移

594,621 

628,796
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H21.9 H22.9 H23.9 

（百万円） 

商品名 発売日 商品内容 

東日本大震災 

復興支援定期預金 

「みんなの力」 

 

H23.4.4 

取扱い終了時の当該定期預金残高の0.02％相当額 

（預金者と当行が0.01％相当額ずつ負担するイメー

ジ）を復興支援金として寄付する仕組みの定期預金。

「モンテディオ山形

応援定期預金2011」 

Ｊ１で活躍するモンテディオ山形の試合結果に応じ

て金利を上乗せする定期預金。 

H23.4.25 

 

H23.6.10 

「節電チャレンジ 

 定期預金」 

節電に取り組むきっかけづくりを目的に、金利上乗

せ、節電グッズ進呈に加え、15％の節電達成者には

ギフト券が当たる特典が付いた定期預金。 

女性専用定期預金 

「甘いひとときⅢ」 

H23.6.13 東京駅エキナカ「グランスタ」の厳選スイーツがクリ

スマスプレゼントとして届く女性向け定期預金。 

懸賞付定期預金 

「美食三昧」 

 

H23.6.17 

南東北三県の応援企画として山形・宮城・福島各県

のうまいものを懸賞品に取り揃え、基準金利の３倍

が適用される懸賞付定期預金。 
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③預り資産戦略  

平成 23 年度上期の預り資産販売額は、保険販売額 53 億円、投信販売額 24

億円の実績となりました。保険販売額の内、定額型の年金保険・終身保険の

販売額が 30 億円（57.2％)となり、お客様のニーズもリーマンショック、ヨ

ーロッパの信用不安を経て「安定志向」「確実性」を重視した商品を好む傾向

が顕著になってきております。  

一方、投資信託については、当行で投資信託を保有されているお客様への

運用状況の確認、現状の投資環境に対し情報提供することを目的とし、個別

訪問によるアフターフォローを積極的に推進いたしました。そのフォローの

なかでお客様の運用方針等ヒアリングを行い、ニーズに適したご提案を行う

だけでなく、行員の商品知識、販売スキル、コンプライアンス意識向上等レ

ベルアップを図ることが出来ました。 

販売体制は、預り資産専門職のライフプランアドバイザーを 3 名から 10

名へ 7 名増強し、再配置いたしました。主な役割として、①専門知識に基づ

いたきめ細やかなサービスによる顧客満足度の向上、②営業行員に対するコ

ンプライアンス遵守の指導強化、③帯同セールスによる販売スキルの向上等

の体制強化でありました。 

また、上期はセミナーを 12 回、商品・セールス研修会を 79 回、事務研修

を 25 回と各地で開催して人材教育を徹底したことで、販売体制の高度化が図

られ実績も増加することが出来ました。 
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④個人ローン戦略 

イ）住宅ローンの強化 

 平成 23 年度 8 月迄の新設住宅着工戸数は、国土交通省公表の「建築着工統計

調査報告」によれば前年同期比 9.7％増加となっております。山形県内におい

ても 14.4％と全国平均を上回るペースとなっております。 

このような状況下、平成 23 年度上期は東日本大震災で大きな被害を受けた宮

城県、福島県においては実行額が約 30 億円となり、前年比 2.0％増加となりま

した。要因として、復旧のための住宅需要が高まったことがあげられます。 

今後、復興が本格化し住宅再建需要に積極的な対応をするため、平成 23 年度

下期より法人開拓を主に行っている新規開拓グループ７名が仙台市内に常駐し、

ハウスメーカーや地場工務店、不動産業者に対して積極的に情報収集を行う目

的を追加し新規案件の掘り起こしを行っております。 

 

ロ）消費者ローン 

 消費者ローンは、利用者拡大のため、積極的に非対面チャネルの構築を行い

ました。ライフスタイルの多様化等で銀行の営業時間に来店できない顧客層の

利便性向上を図ることで潜在需要に対する訴求効果向上により消費性ローンの

残高アップを目指してまいります。 

平成 23 年 10 月より「マイカーローン」「教育ローン」等のＷＥＢ、ＦＡＸ、

メールオーダー等、多チャネルでの受付を開始し、同時にＰＲも兼ね金利優遇

キャンペーンを展開しております。併せてポスター、リーフレットをリニュー

アルし、ＡＴＭコーナーでの備え置きや、ＣＭ等マス広告も行い残高増加を図

っていく計画であります。 
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（3）経営の効率化 

①経費の更なる削減 

当行は合併以降、経費に関して聖域なく削減努力を継続してまいりました。

平成 23 年度上期は、更なる営業推進力強化と効率化を実現するため店舗体制

の見直しを行い、荒砥支店と鮎貝支店をブランチ・イン・ブランチ方式によ

る統合を行いました。また、東京支店を階上店舗化する等店舗見直しも含め

た経費削減を行ってまいります。 

 

②ＯＨＲ（オーバーヘッドレシオ）の改善 

経営の効率性を示す指標でありますコアＯＨＲ（＝経費÷コア業務粗利益）

につきまして、経費は、平成 21 年 8 月に設置した「コスト管理委員会」で一

元管理を行い、経費項目毎にコスト管理の徹底及び経費削減意識の醸成を図

ってきたこと等から前年比 1 億 34 百万円削減することが出来ました。 

一方、コア業務粗利益が前年比 6 億円下回ったため、平成 23 年 9 月期は

76.88％と前年比 1.26 ポイント上昇いたしました。 

今後とも経費削減に努めるとともに業務粗利益の拡大を図りＯＨＲの低減

に努めてまいります。 

 

 

４.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 

 (1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

①取締役会 

当行では、内部管理態勢に関する業務改善命令を受けたことを真摯に受け

止め、経営陣が先頭に立ち全行あげてコンプライアンス態勢の充実とガバナ

ンス態勢の強化を図るため、平成 22 年 8 月、取締役会直轄に「内部管理態勢

強化室」を設置して、内部管理態勢強化に係る専門担当組織として業務改善

計画の進捗管理を一元化し、月次でその進捗状況を取締役会へ報告すること

で組織横断的な指示を行っており、コンプライアンスの定着が図られている

ものと考えます。また、取締役会等での指示事項について、同強化室が担当

部へ指示するとともに、その進捗を管理してＰＤＣＡの徹底を図っておりま

す。 

なお、導入の検討を行っております社外取締役につきましては、当面、経

営諮問委員会及び 3 名の社外監査役により経営体制の強化を図っていくこと

から、次期経営強化計画においても引き続き検討してまいります。 
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 ②経営強化計画等実効性の確保 

  「経営強化計画」「第 2 次中期経営計画」などの各計画書に盛り込まれた各

部施策については、作成段階から経営企画部が各部とヒアリングを実施し、

各部跨ぎの施策に横串を入れると同時に整理を行い、具体的な活動評価判定

基準や実施期限を設定しております。 

  平成 23 年 9 月期におきましては、コア業務純益について前年比 1 億 27 百

万円増加しましたが、「経営強化計画」に掲げた目標を下回る結果となりまし

た。平成 23 年上期からは、全取締役および直接収益に関わる担当部を含めた

予算委員会を毎月開催し、その進捗状況を管理してまいりました。しかしな

がら、市場金利の低下と他行競合等から利回り低下となり貸出金利息が減少

したことが主因と考えております。 

  下期については、予算委員会を引き続き月次で開催し、他行状況等適時に

把握して利ざやの確保を目指してまいります。 

 

③監査役会 

監査役会は、原則毎月開催しており、引き続き取締役の職務執行状況を監

査してまいります。また常勤監査役は取締役会の他、常務会、リスク管理委

員会、コンプライアンス委員会へ出席し、業務執行の実態把握に努めており

ます。 

  平成 22 年 9 月より、監査役と代表取締役との定期的な会合を四半期毎開催

しており、コミュニケーションを図りながら牽制機能を発揮し、監査役会の

活性化を図っております。 

 

④経営諮問委員会の活用 

    経営諮問委員会につきましては、地域経済面、学識面、法律面等、多方面

で豊富な経験・実績のある方 3 名を構成メンバーとして、平成 22 年 5 月に設

置し、平成 23 年 7 月迄に 3 回開催いたしました。その中で各委員から、経営

強化計画のコア業務純益項目で計画を下回ったことやコンプライアンス等に

関して貴重な意見を頂きました。頂戴いたしました助言については、月次で

開催している予算委員会およびコンプライアンス委員会において実践し、計

画達成に向けてＰＤＣＡサイクルの徹底につなげております。 

   今後も半期に 1 回定期的に開催し、当行の取締役会に対し、「経営戦略、重

要施策、コンプライアンスに関する事項及び経営強化計画の進捗」について、

客観的な評価・助言を頂き、経営の透明性を一段と高めるとともに、法令遵

守態勢、内部管理態勢等の強化を図ってまいります。 
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 (2)リスク管理体制強化のための方策 

当行は、各リスクの統括部署としてリスク管理部を設置し、各リスクの管

理部署と運営部署のリスク管理状況を把握し、統括的な検証を行っておりま

す。更に経営陣及び関連部長で構成するコンプライアンス委員会及びリスク

管理委員会を設置し、銀行全体のリスクを総合的に把握・管理する体制を確

保しております。 

 

①各種リスクの管理態勢 

 統合リスク管理は、毎月開催される常勤役員をメンバーとするリスク管理

委員会において、リスクに見合ったリターンが得られる分野により多くの自

己資本や経営資源を割り当てる自己資本の有効活用を目的とし、信用リスク、

市場リスク、オペレーショナルリスクの各リスクに資本を配賦し、適正なリ

スクテイクによる収益の極大化を目指して、自己資本の適切な配分、モニタ

リング、リスクのコントロールを行っております。 

 なお、各リスクの管理態勢につきましては、リスクコントロールの状況等、

随時検証を行って機動的に対応してまいります。 

 

 イ）信用リスク管理 

ⅰ）信用リスク管理態勢 

 信用リスク管理態勢につきましては、これまで融資部と企業支援部が管理し

てまいりましたが、平成 23 年 4 月の組織変更により、事業の抜本的な再生を目

的として、新たに「事業再生部」を創設して 3 部での管理体制とし、管理区分

の見直しを図り信用リスク管理態勢の強化を図りました。 

 本部主導で管理している「指導企業」や「大口与信先」については、積極的

にコンサルティング機能を発揮し、個別企業毎の収支状況や資金繰りを毎月常

務会で協議して取締役会に報告し、具体的な支援策や取組方針についての検

討・指示を行う態勢を継続しております。 

 現在、与信ポートフォリオの特徴を踏まえ、信用リスク量をベースとしたク

レジットラインについて、格付毎や実質同一グループ毎、さらに個社別毎に取

組方針と共に検討しており、今後の信用リスク管理態勢の強化に反映させてま

いります。 

  

ⅱ）開示不良債権の現状と推移 

経営改善指導の効果ならびにオフバランスの実施等により、平成 23 年 9 月期

の金融再生法基準による開示不良債権は、平成 21 年 3 月期比 64 億 37 百万円減
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少いたしました。開示不良債権比率も 1.00 ポイント低下し、5.66％となりまし

た。 

              

（単位：百万円） 

 21 年 3 月末 23 年 3 月末 23 年 9 月末 始期比 

破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権 
11,344 7,011 5,601 △5,743 

危険債権 43,223 41,092 42,211 △1,012 

要管理債権 3,883 4,639 4,201 318 

合 計 58,451 52,743 52,014 △6,437 

不良債権比率 6.66% 5.81% 5.66% △1.00% 

※ 始期は、平成 21 年 3 月末となります。 

 

 

 

ロ)市場リスク管理 

市場リスク管理の基本的な考え方を「統合リスク管理規程」及び「市場リス

ク管理方針」に定め、それぞれの関連規程に従ってリスク管理を行っておりま

す。 

ⅰ)市場リスク（預金・貸出金にかかる金利リスク以外） 

市場リスク管理部署であるリスク管理部は市場リスク量を日次で計測し、リ

スク量があらかじめ設定した資本配賦額に接近した場合には、ポジションやリ

スクの状況を経営陣に報告して必要な対応を行い、リスク量が資本配賦額を超

過しないように管理しております。 

資本配賦については、ＶａＲ値(バリュー・アット・リスク:一定の期間に一

定の確率で生じうる予想最大損失額)と、有価証券評価損益及び実現損益につ

いて配賦を行っております。 

ＶａＲ値算出システムについて月次でバックテストを実施し、モデルの妥当

性を検証するとともに、必要に応じてＶａＲ値の補正を行うことにより適切な

リスク管理に努めております。 

 

ⅱ)預金・貸出金にかかる金利リスク 

預金・貸出金にかかる金利リスクについて、リスク管理部は月次で計測して

「リスク管理委員会」に報告し、資本配賦額内に収めるよう管理しております。 
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ⅲ)ストレステスト 

金利、株価及び為替相場をリスクファクターとして、リーマンショックや

東日本大震災等に匹敵する不測の事態に想定される大きな価格変動幅を用い

て、ストレステストを実施しております｡その分析結果について月次で「リス

ク管理委員会」に報告し、各種限度枠の設定や自己資本充実度の評価に活用

を図っております。 

 

ハ)流動性リスク管理 

流動性リスク管理については、基本的な考え方を「流動性リスク管理方針」

に定め、「流動性リスク管理規程」等の関連規程に従ってリスク管理を行って

おります。 

管理体制については、資金繰り運営部門である市場金融部からリスク管理

部署である経営企画部、ならびにリスク管理統括部署であるリスク管理部へ、

日次で資金繰り状況を報告する体制としております。 

週次では、資金繰りに加え、預金及び融資金残高の状況を「ＡＬＭ小委員

会」でモニタリングし評価管理しております。 

 

ニ）オペレーショナルリスク管理 

オペレーショナルリスクにつきましては、監査部の内部監査等で発見された

リスクについて、常時現状を把握することでリスクの所在を明確化し、その軽

減に努めるため、関連部署の協議機関であるオペレーショナルリスク小委員会

を月次で開催しております。平成 22 年 9 月からは、事務リスクをより網羅的に

捉え、幅広く調査・分析を行うために、営業統括部・融資部・人事部・内部管

理態勢強化室を加え、７部署の構成委員による委員会とし、現状分析、改善対

応策の検討、実施状況の評価等の協議を行っております。 

 オペレーショナルリスク小委員会の協議内容については、毎月開催されるリ

スク管理委員会に報告し、ＰＤＣＡサイクルに基づいた管理強化に努めており

ます。 
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(3) 法令遵守の態勢の強化のための方策 

①経営陣によるコンプライアンス重視の企業風土の醸成 

 コンプライアンス意識の重要性を行職員一人ひとりが理解出来なければ、法

令等遵守重視の企業風土の醸成は図られないと考え、前年度と同じく平成 23

年 4 月以降開催された２回の支店長会議において、頭取がコンプライアンス最

優先の経営方針を徹底するとともに、頭取訓示を全店にビデオ放映し、全行員

へ周知徹底いたしました。 

 平成 23 年 10 月、全営業店長並びに本部部課長 130 人を対象に、専門知識を

有する外部講師を招き、内部統制整備と不祥事未然防止についての研修を実施

し、コンプライアンス責任者の知識向上を図りました。 

また、役員によるコンプライアンス講話を行内の階層別各研修会において行

い、全行的なコンプライアンスマインドの向上に努めました。平成 23 年度上期

は、延べ 399 名の行員に対し、コンプライアンス講話を実施しております。 

 平成 22 年度下期から行っている役員による営業店臨店訪問を今期も 24 カ店

に実施し、コンプライアンス・個人情報管理態勢についてヒアリングを行うと

ともに不足点の指導を行いました。経営陣が直接営業店の状況を把握し個別指

導することで、各店行員の法令等遵守に対する意識向上が図られたものと考え

ます。 

 平成 22 年 8 月に新設された「内部管理態勢強化室」は業務改善計画の進捗管

理を月次で行うと共に、実施状況をコンプライアンス委員会並びに取締役会に

報告し、実施状況に対する経営陣からの指示事項について本部各部と横断的な

協議を行っており、実効性の確保と進捗管理の一元化が図られております。ま

た、平成 23 年 7 月より行内ＬＡＮに「内管室ニュース」を定期掲載し、内部管

理態勢強化に向けた通知文書を全行に発信することで行員の啓蒙を図っていま

す。 

 不祥事件の撲滅に向けて平成 22 年 4 月に組成した｢不祥事件撲滅プロジェク

トチーム」（以下、ＰＴという）による第 3 回目の全営業店訪問を平成 23 年 6

月から平成 23 年 7 月にかけて実施し、「コミュニケーションの充実」をテーマ

に、約 450 名の営業店行員と問題点・改善策に対する意見交換を行いました。

これまでの 3 回のＰＴによる「営業店キャラバン隊」で延べ 1,400 名の営業店

行員と不祥事件撲滅に向けた意見交換を行い、出された問題点を経営陣と共有

することにより、法令順守態勢の強化に向けてより効果的で実効性のある改善

対応策を実行できる企業風土が醸成されてきているものと考えます。 
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②全行的な法令等遵守態勢の確立 

 コンプライアンス委員会では各部からの議案や報告事項に対し経営陣から具

体的な指示が出され、これに各部が対応していく等ＰＤＣＡサイクルが確保さ

れ、法令等遵守態勢は着実に整備が図られております。 

 コンプライアンス委員会の下部組織であるコンプライアンス小委員会にて、

コンプライアンス上懸念のある事象（以下、懸念事象という）を一元管理する

ことで組織の充実・強化を図っております。具体的には、懸念事象の発生都度、

小委員会にて対応方法や再発防止策を協議するとともに、コンプライアンス委

員会への報告・付議の要否を検討する等、個別事象毎活発な討議が行われ、方

向性を決定する等有効に機能していると認識しております。これに併せ、従来

からの、コンプライアンス委員会の指示事項への対応や、同委員会への議案の

付議や報告事項に係る協議検討も十分行い、法令等遵守態勢の確立を図ってま

いります。 

 平成 23 年度のコンプライアンス・プログラムについては、前年度に引き続き

不祥事件の未然防止策の実効性の確保と顧客情報管理態勢の確立を重点目標と

し検討・策定いたしました。新プログラムに従い各種施策を実施し、全行的な

法令等遵守態勢の確立を図っております。 

 平成 22 年 7 月から実施している、営業店総合監査で一定基準以下の評定を受

けた営業店に対する「フォローアップミーティング」については、毎月コンプ

ライアンス委員会にて各店の改善計画に対する進捗状況が報告され、経営陣か

らの指示事項をもとにＰＤＣＡサイクル確保の徹底を図っております。 

 

③営業店における厳格な事務処理の徹底と相互牽制の充実・強化 

営業店の事務処理能力の向上と事務取扱いの堅確化を図る目的で、平成 20

年 6 月より事務部による臨店事務指導を行ってまいりましたが、事務管理態勢

の更なる強化に向け、平成 22 年 8 月から事務部内に事務指導専担チームを配置

いたしました。事務指導チームは、各営業店を訪問し、業務プロセスを重視し

た動態チェック・全行員とのヒアリング等を通じて営業店事務の点検・指導を

行い、不足点については、フォローアップ指導を行うことで事務リスク発生の

未然防止に努めております。平成 23 年 9 月までに 84 カ店の事務指導を実施い

たしました。 

また、不祥事件の再発防止策として、預り証事務の徹底に継続して取り組み、 

平成 23 年度上期は、前期刷新した新預り証に係る業務解説書・事例集を活用

したＯＪＴ研修等を実施いたしました。加えて、取扱状況を定期的にモニタリ

ングし、レベルの向上に努めております。 
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④関係部との連携による法令等遵守態勢の実効性確保 

 監査部による営業店監査結果、並びに、事務部事務指導チームによる事務指

導結果については、リスク管理部をはじめとする関係部で情報を共有し、内部

統制及び法令等遵守態勢に係る不備指摘や未充足事項を共通の問題点として捉

え、関係部で協議の上改善対応策を講じる態勢としております。改善対応策の

実効性を検証し不足点が確認されれば対応策を修正し改善に当たることで、法

令等遵守態勢整備に向けたＰＤＣＡサイクルの確保を図っております。 

 

⑤個人情報管理態勢の強化 

 平成 22 年 7 月に再度組成した「顧客情報臨店指導チーム」（5 名体制）によ

る営業店指導を平成 23 年 7 月末日まで実施し、全行的な顧客情報管理態勢の整

備・強化を図りました。 

具体的にはセンシティブ情報取得防止に重点を置いたものに改定した「顧客

情報管理態勢点検シート」による各店の顧客情報の取扱・管理態勢に係る点検

に加え、顧客情報管理台帳による帳票現物の突合せ照合を行い、各店のストッ

ク状況の確認と不足点に係る指導を行いました。また、臨店日当日に当該店の

終礼に参加し、顧客情報管理態勢に係る留意事項や当店の良い点、要改善点等

を実務担当者に直接指導を行い、各行員の知識と意識の向上を図りました。平

成 22 年 7 月から 23 年 7 月まで、全営業店を 4 回臨店指導したことで、全行的

な顧客情報管理態勢は着実に整備・構築が図られており、今後も同指導チーム

による営業店指導を継続し、管理態勢の確立を図ってまいります。 

 

 

(4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

4‐(1)‐④で記載しましたとおり、経営の透明性、公正性を一段と高めるた

め、客観的な評価・助言を取締役会に対して行っていく機関として、各方面で

豊富な経験・実績のある第三者をメンバーとする「経営諮問委員会」を平成

22 年 5 月に設置し、これまでに３回の委員会を開催いたしました。 

今後も半期に 1 回定期的に開催し、当行の取締役会に対し、「経営戦略、重

要施策、コンプライアンスに関する事項及び経営強化計画の進捗」について、

客観的な評価・助言を頂き、経営の透明性を一段と高めるとともに、法令遵守

態勢、内部管理態勢等の強化を図ってまいります。 
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(5)情報開示の充実のための方策 

平成 23 年 9 月期決算は、決算短信開示ほかプレスリリース、ホームページ

への掲載と同時に地元において記者会見を実施して、迅速かつ詳細な適時開示

に努めました。また、東京での投資家向けＩＲ（インベスターリレーションズ：

投資家向け広報）活動のほか、山形県をはじめ当行の営業エリア 8 ヵ所でＩＲ

活動の実施を予定しております。 

 

 

５. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っ

ている地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

（1）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

① 中小規模事業者に対する融資支援体制の強化 

イ）中小企業融資推進室の活動状況 

中小企業融資推進室は 4 つのグループから構成されております。それぞれの

活動内容は下記のとおりです。 

【中小企業融資推進室のグループと活動内容】 

グループ名 活動内容 

サポートグループ 

（支店長経験者 3 名で

構成） 

○営業店の大口案件及び複雑な融資案件の組成支援 

営業店あるいは直接お客様を訪問し、お取引先の業況

や融資ニーズ等についてヒアリングを行うとともに、

適切な融資商品の提案や条件面のアドバイスを実施し

て案件組成から実行までのスピードアップを図る。 

新規開拓グループ 

（支店長及び融資担当

役席経験者 9 名で構成） 

○新規融資先開拓 

お取引先からのご紹介やコールセンターからの情報収

集によって効果的な営業展開を実施し、新規先に対す

るリレーションシップ強化を図り、融資開拓に向けた

活動を行う。 

企業価値創造グループ 

（外部トレーニー経験 

者及び中小企業診断士 

等の専担者 9 名で構成） 

○ソリューション支援 

資金調達のみならず、ビジネスマッチング、事業承継、

Ｍ＆Ａ等企業が抱える事業全般の固有の課題に対して

迅速かつ的確にアドバイスや解決策の提案を行う。 

法人融資企画グループ 

（支店長経験者を含む 

2 名で構成） 

○中小企業融資推進室統括 

○法人向け融資商品の開発 

○法人渉外専任行員育成研修企画立案 等 
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平成 22 年１月から、地域金融機関として地域のお客様の本業を支援し地域の

お客様と「“共に活きる”プロジェクト」（平成 22 年 1 月～平成 24 年 3 月）を

展開し、事業を営むお客様には「本業支援」を推進しております。 

平成23年4月からは、行員における本業支援取組の定着と高度化を図るため、

監査法人の公認会計士１名をアドバイザーとした「本業支援応援隊」を組成し

ております。具体的な活動内容は、営業店を訪問し、体制面・業務面等の実態

調査を行い、本業支援取組に際する問題点を把握し、その状況を本部営業統括

部内で共有し協議の上改善策を立案します。更に再度営業店を訪問して問題点

の解決に向けた指導や本業支援を理解し行動するための啓蒙活動、及びアクテ

ィブリスニング研修等を行っております。 

このような取組の結果、平成 23 年度上期の本業支援取組件数は 5,389 件、う

ち課題解決に至った件数は 1,221 件となりました。また、「本業支援」をきっか

けとして融資実行に至った件数は 744 件となりました。 

また、中小企業融資残高は平成 21 年 3 月末（始期）の 4,588 億円から 212

億円増加し 4,800 億円となりました。 

 

ロ) 融資推進体制の明確化 

当行では、山形県内を 5 地区、県外を 3 地区に分けて各地区に役員を配置し、

各種施策を実施しておりますが、毎月地区毎に地区担当役員と営業統括部地区

担当推進役の出席のもと支店長会議、融資渉外課長会議を開催しています。ま

た、随時営業統括部担当推進役と中小企業融資推進室サポートグループ推進役

が営業店を訪問、営業店単位での「融資進捗会議」を開催、融資案件の進捗状

況等を把握し、内容に応じて本部のサポート等を行っております。 

また、これまで役員との間で「営業推進会議」を開催しており、その中で各

地区支店長会議・融資渉外課長会議で確認した案件進捗状況について報告する

とともに問題点の洗い出しを行い、その後の推進策を講じております。 

 この結果、中小企業融資残高は着実に増加しており、今後も本支店一体とな

った融資推進を図ってまいります。 

 

 

②担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需

要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

イ）スコアリングモデルを活用した融資商品 

平成 22 年 4 月に、スコアリングモデルを活用した融資商品｢きらやかビジネ

スローン『キボウ』｣を発売し、お客様の資金ニーズに素早く対応できる体制を
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構築しております。当該商品はスコアリングモデルに、申込企業の決算書数値

を入力して定量的に算出される点数と、経営者とのヒアリングなどにより得た

定性情報等を組み合わせた審査を行う仕組みとなっております。 

なお、平成 23 年度上期のスコアリングモデルを活用した融資実績は、48 件

（平成 22 年度下期比＋17 件）となりました。 

東日本大震災以降は、信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制度」等

と地方公共団体の制度融資を組み合わせ、低利で保証料負担も少ない融資商品

を積極的に提案セールスしたことで、同保証制度融資は、284 件、79 億 56 百万

円の取扱いとなり、うち山形県内では承諾金額 73 億 37 百万円で 40％を超える

実績となっております。 

 

ロ）ＡＢＬの推進 

平成 23 年度上期のＡＢＬは、東日本大震災の直接・間接被害への対応が中心

となったことから 1 件の実績に止まりましたが、今後ともお客様の実情を十分

に把握した上で、お客様に最良の形での融資提案を心がけてまいります。 

 

 

③中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に進めるための方

策の進捗状況 

イ）中小規模事業者等向け信用供与の残高・比率 

平成 22 年 1 月より、お客様と「“共に活きる”プロジェクト」（平成 22 年 1

月～平成 24 年 3 月）を展開し、事業を営むお客様には「本業支援」を実践する

ことにより、お客様の課題解決とリレーションシップ強化に努めてまいりまし

た。また、中小企業融資推進室新規開拓グループによる新規開拓、コールセン

ターによる新規先を含む新商品・融資制度等の提案およびコールにより取得し

た情報の営業店への連携等による新規開拓等、効果的な新規取引先営業推進を

実施いたしました。その結果、中小規模事業者等向け貸出残高は、前期比 78

億円、計画比 83 億円増加の 4,800 億円となりました。 

一方、総資産は、1 兆 2,766 億円（計画比 1,408 億円増加）となりました。

総資産に対する中小規模事業者等向け貸出残高比率につきましては、計画比 

2.88 ポイント減少の 37.59％となりました。 
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【中小規模事業者に対する信用供与の計画・実績】       （単位:億円、％） 

23/9 期  21/3 期 

実績 

22/3 期

実績 

23/3 期

実績 計画 実績 計画比 始期比 

24/3 期

計画 

中小規模事業者

等向け貸出残高
4,588 4,661 4,722 4,718 4,800 82 212 4,773

総資産 11,396 11,751 12,105 11,658 12,766 1,108 1,370 11,744

総資産に対する

比率 
40.26 39.66 39.01 40.47 37.59 △2.88 △2.67 40.64

  ※平成 21 年 3 月期が始期となります。 

 

 

ロ）中小規模事業者等向け貸出残高の増加策 

中小規模事業者等向け貸出残高の増加策につきましては、前述「３ 経営改善

の目標を達成するための方策の進捗状況（1）法人戦略」に記載のとおり、「本

業支援」の推進によるお客様との関係強化、本部中小企業融資推進室による各

種営業店サポート体制の構築、融資案件の進捗管理の徹底等を図っており、中

小企業融資残高は着実に増加しております。 

また、信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制度」や中小企業の資金

繰り安定化支援を目的とした「セーフティネット保証制度 5 号」についても、

金融円滑化法の観点も含め、新規融資のみならず既存融資の借換等、積極的に

活用しております。山形県信用保証協会における保証債務残高も、平成 23 年 3

月末比 26 億 46 百万円増加しております。今後も、中小企業の資金需要に対し、

保証制度や地方公共団体の制度融資を提案しながら積極的に対応してまいりま

す。 

 

【山形県内の「東日本大震災復興緊急保証」保証承諾件数・金額】 

 
承諾件数 

（件） 

承諾件数 

構成比 

（％） 

承諾金額 

（百万円） 

承諾金額 

構成比 

（％） 

当行 271 34.3 7,337 40.6

山形県信用保証協会合計 791 100.0 18,052 100.0

※平成 23 年 5 月 23 日～平成 23 年 9 月 30 日実績 
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【山形県内の「セーフティネット 5 号」保証承諾件数・金額（緊急保証制度含む）】 

 
承諾件数 

（件） 

承諾件数 

構成比 

（％） 

承諾金額 

（百万円） 

承諾金額 

構成比 

（％） 

当行 3,375 26.1 72,961 29.7

山形県信用保証協会合計 12,925 100.0 244,988 100.0

※平成 20 年 10 月 31 日～平成 23 年 9 月 30 日実績 

 

 

 

 (2)その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方

策の進捗状況 

①経営改善取組先企業の数の取引先企業の総数に占める割合 

経営改善支援等取組先数につきましては、422 先の支援実績となり、計画の

379 先を 43 先上回る結果となりました。 

また、取引先企業の総数に占める割合も 4.97％となり、計画を 1.16 ポイン

ト上回る結果となりました。 

 

【経営改善支援等取組率の計画・実績】            

（単位：件数、％） 

23/9 期  21/3 期 

実績 

22/3 期

実績 

23/3 期

実績 計画 実績 計画比 始期比 

24/3 期

計画 

創業・新事業 14 22 12 20 26 6 12 25

経営相談 96 349 435 95 317 222 221 95

事業再生 18 19 15 19 24 5 6 19

事業承継 3 6 16 5 6 1 3 5

担保・保証 207 138 35 240 49 △191 △158 250

合計 338 534 513 379 422 43 84 394

取引先総数 9,899 9,233 8,591 9,956 8,478 △1,478 △1,421 9,981

比率 3.41 5.78 5.97 3.81 4.97 1.16 1.56 3.95
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②創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化 

イ）創業・新事業支援融資制度等の活用 

創業・新事業支援については、営業統括部中小企業融資推進室サポートグル

ープ・企業価値創造グループと営業店がコンサルティング機能を発揮して、開

業支援や新規事業をはじめとする新分野進出等地域経済の活性化に資する融資

に積極的に対応いたしました結果、平成 23 年度上期の実績は、計画比 6 件増加

の 26 先となりました。 

今後も当行が保有するコンサルティング機能等を発揮して、創業・新事業支

援に積極的に対応してまいります。 

 

ロ）専門家（目利き）の活用 

取引先企業への支援機能を強化する目的で、工業技術および生産管理等の専

門的な知識・経験を有する人材を、中小企業融資推進室企業価値創造グループ

に配置しております。全営業店が「本業支援」を積極的に推進する中で、技術

開発等に関する課題やビジネスマッチングにおける技術評価、生産現場の管理

向上へのアドバイスなど、専門性を生かした個別の相談やコンサルティングの

依頼へ対応しております。 

また、外部のアドバイザーとして、山形県工業技術センターなど県の機関・

外郭団体との連携や中小企業基盤整備機構や日本貿易振興機構（ジェトロ）な

ど国の機関との連携を促進しており、支援機能強化を図っております。 

 

 

③経営に関する相談その他の取引先企業に対する支援に係る機能の強化 

イ）各種コンサルティングの実施 

取引先企業に対する経営相談および支援機能強化の観点から、企業価値創造

グループにおいて各種のサービスを実施しております。 

【平成 23 年度上期各種コンサルティング実績】 

案件種別 件数 概要 

Ｍ＆Ａ相談 4 件 企業買収、経営統合、事業再編等への対応相談 

経営相談 13 件 税務・法務・労務・財務等に係る個別の相談への対応

企業診断 2 件 ヒアリングと実地調査による簡易企業診断に基づく経

営課題の提案 

各種調査依頼 10 件 各種制度、スキーム等調査依頼への対応 

事業承継相談 11 件 事業承継ニーズへの対応、現状分析と対策等の提案 

研修・セミナー 8 件 顧客向け研修会開催、セミナー等の講師対応 
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ロ）ビジネスマッチングの実施 

当行が経営方針として掲げる「本業支援」を具体化する活動の一環としてビ

ジネスマッチングに積極的に取組んでおります。マッチングに関する行内での

情報共有を強化する目的で、イントラネット上での各種ビジネス情報の発信機

能を構築し活用してきました。また、これら各部店からの情報の活用を促進す

るため、本部内に専坦者を配置し、コーディネーターとしての役割を強化する

と共に、具体的な紹介先の選定や他店への情報提供依頼などの活動を行ってお

ります。平成 23 年度上期は約 200 件を登録し、全営業店に発信するとともに、

全店のネットワークを使った販路開拓や仕入先紹介、補助金や各種制度、セミ

ナー情報等、外部の有用な情報の提供などに活用することができました。 

これらの取り組みを一層強化すべく、平成 23 年度下期は情報の仕分けチーム

の体制を見直し、よりスピーディーかつ確実な情報の活用を目指します。 

ビジネスマッチングの実験的な形態として取り組んできた、山形県の〝食〟

を中心とする物産市「きらやか横丁」は、定期的な開催が定着化してきており

ます。一大消費地である仙台市内（泉、卸町）を主な開催地として、お客様の

売り上げ確保と販路拡大の支援を行ってきました。「きらやか横丁」は、展示・

試食販売を行うことにより、消費者の反応を直接確認することができるため、

主力商品や新商品の市場調査に活用することを提案しております。4 月 24 日に

東日本大震災の復興イベントとして開催された「仙台卸町ふれあい市」、7 月 20

日、21 日には、被災から復旧した泉中央駅ビル、また、10 月 22 日、23 日には

例年通りの開催規模に戻った「仙台卸町ふれあい市」に対して、山形県内顧客

の出店を募り、復興支援活動の一環としても積極的に取り組みました。今後は

仙台市内営業店の近隣での開催も計画しております。 

 

ハ）経営改善・事業再生に向けた体制 

経営改善・事業再生支援については、融資部、企業支援部等が所管する取引

先企業を「指導企業」と位置づけ、業種別専任担当者を配置し、経営会議等へ

の参加による助言、キャッシュフロー改善指導、経営改善計画書の策定支援、

経営改善計画の進捗状況把握及び管理等、指導管理の強化を図っております。 

平成 23 年 5 月より事業再生部を新設いたしました。これまで企業支援部が所

管していた指導企業 49 先のうち 19 先を事業再生部所管に変更し、取引先の抜

本的再生に向けた指導体制を整備・強化いたしました。尚、事業再生部新設の

趣旨は、これまで行なってきた経営改善指導に加え、再生に関する外部機関お

よび外部専門家との協同を視野に入れた具体的行動の実践（コンサルティング

機能の発揮、再生スキームの立案及び提案、スポンサー候補先のファインディ
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ング及び交渉補助等）により、取引先事業の抜本的再生を早期に実現し、当行

の信用供与先に対して有している信用リスクの管理・軽減を図ることを目的と

しております。 

融資部においては、従来の「指導企業」のほか、全営業店取引先の中から借

入過多先、借入急増先を中心に業況管理が必要な先をピックアップし、「中間管

理強化先」として 188 先を選定して、経営課題および課題解決策の把握、計画

の妥当性検証、進捗管理等コンサルティング機能の強化を図ってきております。 

 

ニ）外部機関との連携 

平成 23 年 5 月、当行はＭ＆Ａ及び事業再生アドバイザリー業務に多くの実

績と経験を有する株式会社あおぞら銀行とアドバイザリー契約を締結いたしま

した。契約締結を機に株式会社あおぞら銀行と当行企業支援部及び事業再生部

において、所管企業の収益改善、過剰債務構造の解消・再生に向けた検討・協

議を定期的に行なっております。 

公的機関との連携については、山形県中小企業再生支援協議会、整理回収機

構等への訪問・相談を実施し、既に抜本的な再生に向け始動しておりますほか、

平成 23 年 9 月には国土交通省と「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事

業に関するパートナー協定書」を締結いたしました。過剰供給構造にある建設

業界において、取引先建設会社の企業再編や新事業展開等についての協力関係

を構築いたしました。 

 

④事業承継に対する支援に係る機能の強化 

将来的な経営者の高齢化や後継者不在、自社株や個人資産の後継者へのスム

ーズな承継など、事業承継に関する問題は多岐にわたり、「本業支援」の活動の

中で得た企業課題においても、事業承継に関連する内容が多くみられるように

なっております。中小企業融資推進室の企業価値創造グループでは、専門チー

ムと外部専門家が連携し、これらの課題に対するソリューションを継続して提

供しております。（平成 23 年度上期相談対応実績 専門チーム対応 6 件 営業

店対応 17 件） 

また、後継者候補の人材育成の機会として開催した「きらやか未来塾」は、

前期に引き続き第 2 回目を開催いたしました。このセミナーは、後継者候補が

今後経営者として持つべき考え方や、経営のスキルを身につけるための実践的

なセミナーであり、後継者同士の公私にわたるネットワークを構築し、今後の

ビジネスに役立てることも目的にしております。第 2 回は銀行が診る企業財務

のポイントと、自ら起業し、一代で地場を代表する優良企業に育て上げた先輩
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経営者からの講話の機会も設けることができました。 

 

⑤担保・保証に過度に依存しない融資 

信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証制度」が、無担保で 8 千万円（有

担保を含め最大で 2 億 8 千万円）までの利用が可能で、保証人等条件面でお客

様に優位性があったため積極的な推進を行いました。震災以降、被災されたお

取引先の対応に注力したため、スコアリングモデルを活用したビジネスローン

「きらやかビジネスローン『キボウ』」やＡＢＬ等の担保・保証に過度に依存し

ない融資につきましては十分な結果を残せず、計画を 191 先下回る 284 先の実

績となりました。 

 

 

６. 東日本大震災の対応について 

 当行では、東日本大震災以降、地域金融機関の使命として取引先をはじめと

して生活の安定や事業継続のお手伝い等様々な面で積極的に対応してまいりま

した。 

（1）預金･相談業務の取扱いについて 

震災直後の休日は、被災者対応として山形県内 10 ｶ店、県外 4 ｶ店（うち仙

台地区は 3 ｶ店）窓口営業を行い、普通預金の出金業務（1 人 10 万円迄）お

よび相談業務を実施いたしました。その後の土日窓口営業（預金の払い出し、

相談）については、被災地域で公共交通機関の便利な仙台支店で一定期間休

日営業を継続いたしました。 

   また、被災された方の当行以外での預金払戻しについては、避難先での利

便性を図るため、現在も継続して対応しております。 

平成 23 年 4 月には、取引先の状況把握と短期間での復興支援を目的に、仙

台地区での業務経験があり中小企業取引に精通した人材を本部から７名同地

区の営業店に配属して、中小企業融資推進室が作成した取引先リストに基づ

き、罹災状況等検討し訪問予定表を作成、順次訪問活動を実施し、専ら取引

先の被災状況や事業継続にあたっての事業計画作成支援等の復興支援業務に

注力しております。 
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（2）融資取引の積極的な対応について 

①新規の融資対応 

東日本大震災により被災されたお客様に対する新規融資の状況は以下のと

おりとなります。（平成 23 年 9 月末現在） 

新規融資 

全体     1,009 件  247 億円 

（うち直接被害  75件  19億円）

（うち間接被害 934件  227億円）

山形県信用保証協会「震災緊急保証制度」の利用 山形県内    271 件  73 億円 

 

②金融円滑化法に基づく条件変更 

平成 23 年 3 月 11 日以降の「中小企業金融円滑化法」に基づく貸出条件変

更等の件数、金額は以下のとおりです。 

イ）中小企業者 

全体 うち「東日本大震災」関連 

受付 実行 受付 (割合) 実行 (割合) 

1,267 件 1,218 件 384 件 30.3％ 373 件 30.6％ 

313 億円 306 億円 103 億円 32.9％ 101 億円 33.0％ 

 当行全体の受付に占める「東日本大震災」関連の受付は、件数で 30.3％、

金額で 32.9％となっております。 

 

ロ）住宅資金借入者 

全体 うち「東日本大震災」関連 

受付 実行 受付 (割合) 実行 (割合) 

221 件 182 件 89 件 40.2％ 77 件 42.3％ 

33 億円 27 億円 15 億円 45.4％ 13 億円 48.1％ 

 当行全体の受付に占める「東日本大震災」関連の受付は、件数で 40.2％、

金額で 45.4％となっております。 

 

 

（3）地域貢献活動について 

  当行は東日本大震災の被災者支援のため、日本赤十字山形支部及び宮城県

内医療施設に対し、車椅子 60 台を寄贈いたしました。これは当行内で取組ん

でいる行員の提案制度により実施したもので、これからも地域社会に貢献す

る銀行を実践してまいります。 

  また、平成 23 年 4 月に仙台市民への復興支援を目的に仙台市若林区卸町で
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開催された「東日本大震災 復興支援 ふれあい市」に、山形県の取引先企業

を募り「きらやか横丁」として参加いたしました。 

  その他、面的支援として震災の影響で客足が減少している山形県の温泉旅

館の活性化を図るため、地域の温泉旅館と連携して「特別プラン」を作成し、

被災地の方々等へ“癒し”と地元企業支援をしてまいりました。 

  当行では、行員に対して被災者の支援を目的としたボランティア休暇の取

得を奨励し、山形市で被災者を受け入れている施設でのボランティア活動に

多数の行員が従事いたしました。 

 

（4）他金融機関との連携 

当行は、東日本大震災の被災者支援を目的に様々な観点から施策を対応し

てまいりました。一つには、需給が切迫する電力問題に対応するため、お客

さまのご理解を頂きながら、山形県内地銀 3 行（当行、山形銀行、荘内銀行）

が連携して、平成 23 年 4 月 4 日から 9 月 30 日迄の間、ＡＴＭの稼動時間短

縮運用を実施いたしました。 

また、震災復興の進捗状況や各業界の動向を注視しながら、一層の支援活

動を継続していく目的に情報共有及び支援ニーズのマッチング促進のため、

仙台銀行と「連携に係る契約」を締結いたしました。加えて、被災地金融機

関との連携強化を図り、被災企業向けシンジケートローン等協調した融資支

援も実施しております。 

 

 

７．剰余金の処分の方針について 

当行は、従来より永続的な安定した経営に努めると共に、配当につきまし

ても中間配当及び期末配当の年 2 回の安定した配当を実施することを基本方

針としております。平成 23 年度につきましては、東日本大震災の影響が不透

明である等今後への備えが必要と判断し、普通株式 1 株当たり年 3 円、第Ⅲ

種優先株式につきましては、1 株当り年 3 円 24 銭（前年比△22 銭）の配当を

予定しております。 

今後も、地域の中小企業に対する安定的かつ円滑な資金供給機能を強化し、

経費削減等の内部努力を行い一層の収益向上を図り、内部留保の充実により

財務体質を強化してまいります。 
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８．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

(1)経営管理に係る態勢 

①内部監査態勢の強化 

 当行は、内部監査部署である監査部を被監査部署から独立させ取締役会 

に直結した組織と位置付けております。 

 平成 22 年度より、不祥事件の発生等を踏まえ、監査項目を事務検査主体か 

ら不正防止上重要度の高い項目に絞り込み、内部監査の深度を高めるととも 

に適正な監査の頻度を確保することを監査方針とし平成 23 年度も引続き実

施してまいります。また、内部監査の結果や他からの情報等によって得られ

た不正等につながると思われる事象については、新たに編成したモニタリン

グチームにより、追跡調査の実施等によりトレースを強めてまいります。 

 その他、内部監査で問題のあった営業店の内部管理態勢の改善強化を図る 

ため、関連部と連携してフォローアップミーティングを実施し、問題点の把 

握と改善策等を協議して、営業店管理能力の向上を図り、その後改善状況の 

フォローアップ監査を実施して実効性を高めてまいります。 

 

②財務報告に係る内部統制 

  平成 23 年度の有効性評価につきましては、評価範囲について監査法人と協

議のうえ 7 月より整備状況評価について着手し、重要な欠陥はなく概ね終了

しております。運用状況評価につきましては、10 月より着手しております。 

 

 

(2)各種リスクの管理の状況 

各種リスクの管理の状況につきましては、「４ 従前の経営体制の見直しそ

の他の責任ある経営体制の確立に関する事項」に記載いたしました。 

以上 


